
八ケ岳歩こう会会則 

第１章  総 則 

第１条（名称）  

 本会は、八ケ岳歩こう会（以下「ＹＷＡ」という)と称する。  

第２条（目的）  

 本会は、社団法人日本ウォ－キング協会（以下「日歩協」という）の加盟団体として、原則として 

八ケ岳地域に歩け歩け運動を普及推進するとともに、自然を愛護し、自然に親しみ、健康と心身の 

滋養を図り、明るい社会の発展に寄与することを目的とする。  

第３条（所在地）  

 本会の事務局は長坂町小荒間６８６－１ ペンションペアハット内に置く。  

第４条（事業）  

 本会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。  

   （１）歩け歩け運動の実践及び育成に関する事業。  

   （２）歩け歩け運動実践団体間の交流と親睦を図る事業。  

   （３）その他歩け歩け運動の普及推進に必要な事業。  

第５条（会員）  

 本会は、次の各号で定める会員をもって構成する。  

   （１）個人会員 歩け歩け運動の実践と普及に関心を有する個人  

   （２）家族会員 個人会員の家族  

第６条（入会手続）  

 本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて本会事務局に提出するものとする。なを、 

日歩協の個人維持会員登録を希望する会員は、本会の会費の他に、日歩協の個人維持会員年会費二 

千円を同時に納入して、日歩協の個人維持会員になることが出来る。  

第７条（会員の特典）  

（１）会員には、本会より必要な情報等が与えられる。  

（２）会員は、全国の各種行事に参加することができるとともに、日歩協からリ－ダ－派遣に 

よる研修会・講習会の開催及び日歩協からの全国表彰の機会が与えられる。  

（３）日歩協の加盟団体会員の特典として定められた個人維持会員費を本会を通して日歩協に 

納入した会員は、日歩協の個人維持会員として認定され、日歩協が発行する「あるけあ 

るけ」新聞の郵送を受けるとともに、日歩協の年間完歩表彰及び歩行距離えられる。認 

定の対象となる等の特典が与えられる。 

 

第２章  役 員 

第８条(役員）  

 本会に、次の役員を置く。  

   （１）会長   １名  

   （２）副会長     若干名  

   （３）理事   若干名（会長及び副会長を含む）  

   （４）書記長      １名 （理事を兼任する）  

   （５）事務局長   １名 （理事を兼任する）  

   （６）会計   １名 （理事を兼任する）  

   （７）監事   ３名以内  

第９条（役員の任務）  

 役員の任務は、次のとおりとする。  

   （１）会長 本会を代表し、会務を総理する。  

   （２）副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。  

   （３）理事 理事会を構成し、総会で委任された事項及び、本会の運営に必要な事 

                  項を審議するとと もに事業を遂行する。  

   （４）書記 会長の意を受けて、本会の各議事の記録を行う。  



   （５）事務局 会長の意を受けて、本会の事務を処理し事業を行う。  

   （６）会計    会長の意を受けて、本会の会計を処理し事業を行う。  

   （７）監事 毎事業年度の会計を監査し、総会に報告する。  

第１０条（役員の選任）  

 役員は、会員の中から理事会で推挙し、総会の承認を得るものとする。  

第１１条（役員の任期）  

 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。  

第１２条（役員の報酬）  

 役員の報酬は支給しない。  

第１３条（名誉役員等）  

 本会に、名誉会長 相談役 顧問及び会長代行等を置くことが出来る。  

 

第３章  会  議 

第１４条（会議）  

 会議は、総会及び理事会等とする。  

第１５条（総会）  

（１）総会は、年１回開催し、事業報告・決算報告・事業計画・予算計画及び役員の承認その

他本会の大綱を審議し、決定等を行う。尚、特別の事由があるときは臨時総会         

を開くことができる。  

    （２）総会は、個人会員、家族会員で組織し、会長がこれを召集する。  

    （３）議長は当日出席会員の中から選任する。  

    （４）総会は、総会日の３０日以前に全会員に通知を行った後、総会当日の出席者によって成 

立する。 

    （５）議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するものとする。 

第１６条（理事会）  

 （１）理事会は、本会の運営に必要な事項を審議し決定等を行う。  

    （２）理事会は、会長が適宜これを召集する。  

        （３）理事会は通称「月例会」と呼ばれ、顧問 名誉会長 相談役及び一般会員の全ての参加

が認められる。 

        （４）議事は出席理事の過半数を決し、可否同数の場合は議長が決する。            

 

第４章  会  計 

第１７条（会計）  

 本会運営に必要な経費は会費・補助金・寄付金・事業に伴う収入等によって支弁する。  

第１８条（会費）  

 会費の額は別に定める。  

第１９条（会計年度）  

 本会の会計年度は、毎年６月１日に始まり、翌年の５月３１日に終わる。  

第２０条（監査）  

 会長は、監事による会計の監査を受けなければならない。  

 

第５章  雑  則 

第２１条（施行細則）  

 この会則の施行について必要な事項は、理事会において別に定める。  

第２２条（会則の改正）  

 この会則の改正は、理事会の議を経て総会出席者の過半数の賛成をもって改正することができる。  

第２３条（責任）  

  本会及び本会の役員はこの会則に従って実施される全ての事業中に発生した怪我、事故などの責任

を負わないものとする。 

 



付  則  

この会則は、１９９９年６月６日から施行する。  

この会則は、２００４年６月８日より改正する。 

この会則は、２００５年６月７日より改正する。 

この会則は、２００６年６月６日より改正する。 

この会則は、２００７年６月１１日より改正する。 

 


